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第２７回通常総会記念会長講演

日本療養病床協会のすすむべき道

日時：平成18年3月17日 会場：新宿ワシントンホテル

介護給付費分科会介護給付費分科会
１１月２５日 介護保険施設

生活重視型の施設
在宅復帰・在宅生活支援重視型の施設
医学的管理重視の施設

１２月７日 医療保険と介護保険の機能分担という観点からは、介護保険に
おいては、「生活重視型の施設」と「在宅復帰・在宅生活支援重
視型の施設」を中心にすべきとの意見があった。

１２月１３日 一定の期間を定めて、利用者の実態にも留意しつつ、 「在宅復
帰・在宅生活支援重視型の施設」や「生活重視型の施設」などへ
の移行を図る。

重度療養管理加算の見直し

医療保険との機能分担を含めた療養病床全体の在り方について、
厚生労働省としての基本的な考え方を早急に示すことを強く要請
する。
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医療構造改革推進本部の組織医療構造改革推進本部の組織

官房長 北海道厚生局長

総括審議官 東北厚生局長

技術総括審議官 関東信越厚生局長

統計情報部長 東海北陸厚生局長

医政局長 近畿厚生局長

健康局長 中国四国厚生局長

医薬食品局長 四国厚生支局長

雇用均等・児童家庭局長 九州厚生局長

老健局長 社会保険庁次長

保険局長 社会保険庁運営部長

政策総括官（社会保障担当）

本 部 員

（総括）事務次官

厚生労働審議官

社会保険庁長官

副 本 部 長

（総括）副大臣（本部長の指名する者）

大臣政務官（本部長の指名する者）

本部長代理

厚生労働大臣本 部 長

療養病床の将来像について療養病床の将来像について
平成 １７年 １２月 ２１日

厚 生 労 働 省

医療構造改革推進本部

◎ 療養病床（医療型２４万床、介護型１４万床）につい
て、患者の状態に即した機能分担を推進する観点
から、医療保険・介護保険両面にわたって一体的に
見直し、平成２４年度までに体系的な再編を進める。
このため、以下の基本的な考え方に基づき、今後、
広く議論を行いつつ、将来的な方向について検討す
る。
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１．将来的な療養病床の位置付け１．将来的な療養病床の位置付け

○将来的には、療養病床については、医療必要度の観点からそ
の位置付けの明確化を図る。

（１）医療法上の取扱い（医療法施行規則の改正）
・療養病床については、医療必要度の高い患者を対象とする

施設としての位置付け及び人員体制の在り方について検討
する。
（２）介護保険・医療保険制度上の取扱い（介護保険法等の改正）
①介護保険
平成２４年度以降は療養病床の体系的再編に沿って介護

報酬上の評価について廃止することを検討する。
②医療保険
平成２４年度以降は診療報酬上は療養病床の体系的再編

に沿って適切に評価する。

２．今後の報酬改定等における対応２．今後の報酬改定等における対応

○上記１の将来的な方向を踏まえ、今後の介護報酬・診療報酬

の改定等において、以下の措置を検討する。
（1）介護保険における対応（介護報酬改定、医療法施行規則の改正）
・現行の療養病床のほかに、将来的に特定施設（有料老人ホー

ム、ケアハウス）や老人保健施設等への転換を念頭に置いた
経過的類型を、一定の期限内で新たに設け、介護報酬上の評

価を行う。
（2）医療保険における対応(診療報酬改定)
・療養病床の診療報酬上の評価として、医療必要度に応じて適

切に評価する。
（3）転換の支援等
・療養病床について、特定施設や老人保健施設への転換等を

進めるために、転換支援の助成等所要の措置を講じる。
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〈医療提供体制の各国比較（〈医療提供体制の各国比較（20032003年）〉年）〉

7.9233.02.366.83.36.5アメリカ

9.7224.02.249.74.27.6イギリス

7.391.13.442.57.713.4フランス

9.7108.63.437.68.910.9ド イ ツ

7.854.02.013.714.336.4日 本

人口千人当

看護職員数

病床百床当

看護職員数

人口千人当

医師数

病床百床当

医師数

人口千人当

病床数

平均在院日数国 名

※平均在院日数（平成15年病院報告）

28.336.4

その他病床全病床

172.320.7
療養病床等一般病床等

介護保険３施設の比較

○療養病床は、他の介護保険施設に比べ一人当たりの給付費が高く、療養環境

においても、長期の療養を前提とするものとはなっていない。

平成17年10月分

医師 ３人

看護職員 １７人

介護職員 １７人

医師 １人

看護職員 ９人

介護職員 ２５人

医師（嘱託医で可） １人

介護職員 ３人

介護職員 ３１人

人員基準

（入所者１００人当た
り）

４４．２万円/月３３．３万円/月３１．９万円/月
受給者１人当たり費用
額

約１３万人約２７万人約３６万人
入所定員数

３,７１７３,１３１５,２９１
施設数

介護療養型医療施設老人保健施設特別養護老人ホーム
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療養病床の環境等に関するアンケート療養病床の環境等に関するアンケート

集計結果表集計結果表
調査実施調査実施 ：： 平成平成1717年年99月月

調査対象調査対象 ：： 日本療養病床協会日本療養病床協会 会員会員659659病院病院

7.346.916.924..148.313.829⑦医療保険・精神科の療養病床

7.570.021.730.443.54.323⑥介護保険・認知症

7.614.616.335.043.50.5565⑤介護保険・療養病床

8.1014.316.936.432.50.077④医療保険・回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟

7.594.414.538.441.51.3159③医療保険・特殊疾患入院施設管理加算

8.119.619.742.028.70.0157②医療保険・特殊疾患療養病棟

7.686.412.834.645.50.6358①医療保険・療養病床

7.706.115.535.941.60.91368合 計

平均
（㎡）

9.4㎡
以上

～9.4㎡
未満

～8.4㎡
未満

～7.4㎡
未満

6.4㎡
未満

病棟数

４床室当たりの平均㎡数４床室当たりの平均㎡数 -- ％％ --

17.282.8

34.865.2

42.157.9

57.142.9

41.558.5

56.743.3

41.958.1

43.956.1

8㎡以上8㎡未満

【再掲】

121.5212174119.12081748711820看護5：1/介護5：1

109.54,0493,699122.83,6342,95914,795320220看護5：1/介護4：1

配置率
（％）

実配置数
基準配置
数

配置率
（％）

実配置数
基準配置
数

介護看護
入院定
員数

病棟数病院数

配置基準

医療保険・療養病床（回答病院数医療保険・療養病床（回答病院数238238、回答病棟数、回答病棟数
340340））

171.2712203.41474133看護6：1/介護6：1

141.71217120.012106011看護6：1/介護5：1

115.37,7536,727125.75,6354,48426,906545266看護6：1/介護4：1

配置率
（％）

実配置数基準配置数配置率
（％）

実配置数基準配置
数

介護看護
入院定
員数

病棟数病院数

配置基準

介護保険・療養病床（回答病院数介護保険・療養病床（回答病院数270270、回答病棟数、回答病棟数
549549））

老健局老健局

保険局保険局

医政局医政局
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医療制度改革大綱医療制度改革大綱

政府・与党医療改革協議会
平成１７年１２月１日

慢性期入院医療等の効率化の余地
があると思われる領域については、
適正化を図る。

38.13250.04211.個室における管理が必要

39.33352.44410.抗生物質注射

51.24336.9319.幻覚

52.44435.7308.妄想

21.41867.9577.末期の疾患であり、余命が
6ヶ月以下である

32.12757.1486.脱水

46.43946.4395.発熱を伴う嘔吐

45.23841.7354.手術創

42.93648.8413.皮膚の感染症

41.73547.6402.創感染

46.43945.2381.肺炎

％件数％件数

原則として

受け入れない

原則として

受け入れる

慢性期入院医療包括評価調査分科会慢性期入院医療包括評価調査分科会
64病院84病棟

平成17年8月■入院患者としての受入れ方針
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患者分類の指標患者分類の指標

タイムスタディの時間数の平
均値に対して

医療区分２ : 1.15

医療区分３ : 1.60

慢性期包括評価慢性期包括評価 入院基本料入院基本料

処置、病態、病名等の医療必要度として３段階の区分

ＡＤＬ自立度および問題行動を反映させた３段階の区分

認知機能障害加算５点 （医療区分２・ＡＤＬ１）

療養環境加算（１３２点、１１５点、９０点、３０点）

医療区分３医療区分２医療区分１

１，７４０点１，２２０点７６４点ＡＤＬ１

１，７４０点１，３４４点７６４点ＡＤＬ２

１，７４０点１，３４４点８８５点ＡＤＬ３ （出来高）

リハビリ

抗癌剤

鎮痛のための麻薬
等
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117.950.977.416,573,19021,425,03115,221203

84.957.571.62,977,0504,156,2692,76936○

94.555.767.81,015,5201,497,60093613○

71.459.263.71,051,0601,651,0519727○○

74.063.070.0794,9001,135,5006425○○

77.350.964.2447,240696,9603527○

84.166.577.0977,3301,269,6819318○○

83.483.483.4178,230213,6411491○○○

93.271.877.11,606,4302,083,6581,51516○○

65.065.065.0130,530200,8001211○○○

79.979.979.9251,550314,9832051○○○○

80.480.480.4343,130427,0022951○○○

86.061.777.01,477,1501,918,1451,24313○○

117.970.490.85,323,0705,859,7415,09194
○

最大

（％）

最小

（％）

B÷A× 100   

(％）

改定点数案
(B)  

現行点数
（A)

個別病院ごとの点数比較

（割合）総点数

患者数
該当

病院数

特殊疾患
入院施設
管理加算

特殊疾患
療養病棟

2

特殊疾患

療養病棟
１

医療保険

療養病床

病
床
種
別
パ
タ
ー
ン
の
点
数
比
較

医療の必要性に応じた療養病床の再編成医療の必要性に応じた療養病床の再編成

①療養病床については、医療の必要度の高い患者を受け入れるものに限定し、医療保険で対
応するとともに、
②医療の必要性の低い患者については、病院ではなく在宅、居住系サービス、又は老健施設
等で受け止めることで対応する。

療
養
病
床

医師 ３人
看護 6：1
介護 6：1

医療保険適用

医師 3人
看護 5：1
介護 5：1

介護保険適用
医師 3人
看護 6：1
介護 6：1

（１）医師・看護職員の配置等が緩和された「経過型介護療養型医療施設（仮称）」の創設【介護報酬改定】
将来的な老健施設等への移行を視野に入れた平成23年度末までの経過措置

（２）医療の必要性による区分の導入【診療報酬改定】
・医療の必要性の高い患者については評価を引き上げ、低い患者については評価を引き下げ
・医療の必要性の低い患者を一定以上受け入れている場合について、「介護保険移行準備病棟（仮称）」を平
成23年度末までの経過措置として創設

平成18年度の介護報酬・診療報酬改定

医療保険適用
医師 3人
看護 4：1
介護 4：1

医療
必要度
高

医療
必要度
低

経過措置
・介護保険移行準備病棟

（医療保険）
・経過型介護療養型
医療施設 （介護保険）

医師 2人
看護 8：1
介護 4：1

老健施設
医師 1人
看護 3：1

（うち看護職員2/7）

ケアハウス等

在宅療養支援拠点

＜平成24年度＞

※ 介護療養型医療施設の廃止（平成24年3月）
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現行療養病床の見直し後の姿（粗い見通し）

○療養病床の再編は、６年間かけて、かつ、転換先の確保を図りつ
つ行うものであり、入院患者が追い出されるような事態が生じない
ようにすることが大前提

医療療養

介護療養

平成18年度 平成24年度

25万床 15万床

13万床 23万床

介護保険への転換 －14万床

介護保険からの転換 ＋４万床

医療保険からの転換 ＋14万床

医療保険への転換 －４万床

老人保健施設
15万～17万床

ケアハウス等居住系
サービス・在宅（本人
が希望する場合）

6万～8万床

療養病床が転換するときの支援措置

○療養病床について、老人保健施設等への転換を進めるため、転換支援の助成等
を行うとともに、介護保険において、平成23年度までに必要な受け入れを図る

医療保険財源による転換支援措置（医療療養病床対応）
※長期入院病床を老人保健施設又は居住系サービス施設に
転換するために要する費用を助成するための事業を実施
※都道府県が実施
※上記助成創設までは医療提供体制施設整備交付金（都道
府県交付金）のメニュー項目の活用により対応

病床転換

医療療養病床

介護療養病床

老人保健施設

ケアハウス

有料老人ホーム

グループホーム

在宅療養支援拠点

市町村交付金の実施（介護療養病床対応）
※介護療養型施設等の機能転換を促進
※市町村が実施

医師・看護職員等の配置等が
緩和された経過的類型
注：現行の療養病床のほかに、将
来的な老人保健施設や居住系
サービス等への転換を念頭に
移行促進措置を設ける

療養病床が老健施設に転換する場
合の施設基準の緩和
注：既存の建物をそのまま活用し
て老人保健施設に円滑に転換
できるよう、６年間は１床当
たり面積を６.４㎡（老人保健
施設は８㎡）で可とするなど、
経過的に施設基準を緩和

第４期の介護保険事業計画におい
て病床の転換が円滑に行なわれる
よう参酌標準を見直し

（健保法改正法案の附則で措置）
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検討すること検討すること

一般病棟

一般病棟での特殊疾患療養病棟

医療区分２、３の入院患者の確保

医療保険と介護保険の比率

診療所への転換

老人保健施設への転換
介護療養型医療施設の再編に関する調査研究

介護療養型医療施設の再編に関する調査研究介護療養型医療施設の再編に関する調査研究
委員名簿委員名簿

委員長

田中 滋（慶應義塾大学大学院 教授）

委員

安藤高朗 （日本療養病床協会 常任理事）

筧 淳夫（国立保険医療科学院 施設科学部長）

猿原孝行 （日本療養病床協会 常任理事）

野中 博（日本医師会 常任理事）

藤井賢一郎（獨協大学経済学部 講師）

山田和彦 （全国老人保健施設協会 副会長）
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在宅支援機能の充実在宅支援機能の充実

在宅支援診療所

施設毎の施設毎の
１００人当の人員配置と１人にかかわる時間（分）１００人当の人員配置と１人にかかわる時間（分）

年間時間数年間時間数 88、、760760

3438423450看護＋介護

2425251725介護職員

1013171725看護師

12333医師人数

老健経過型介護療養4：1介護療養6：1医療療養

64,80072,00081,00066,60095,400看護＋介護

43,20045,00045,00030,60045,000介護職員

18,00023,40030,60030,60045,000看護師

1,8003,6005,4005,4005,400医師労働時間

老健経過型介護療養4：1介護療養6：1医療療養

101112124101148

7174745074介護職員

3038505074看護師

36999医師１人当たり

の時間（分）

老健経過型介護療養4：1介護療養6：1医療療養
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日本療養病床協会として行うこと日本療養病床協会として行うこと

医療区分の検証
区分１の不当性

老人保健施設への転換の保証
老人保健施設の機能
全国老人保健施設協会との連携


